
 

               

 
 

－避難所運営員となる市職員を対象とした防災訓練－ 

避難所開設・運営訓練の実施について 
 

災害時におけるスムーズな避難所運営体制を強化するため、市職員を対象とした指定避難 

所の開設・運営訓練を実施します。 

 また、配慮が必要な避難者に対応した福祉避難所の開設・移送訓練も併せて実施します。 

 

１ 訓練日時 令和５年１０月３０日（月） 

       ・第１部 １０：００～１１：４５ 

       ・第２部 １４：００～１５：１０ 

※荒天時（気象警報発表時等）は中止となります。 

２ 訓練場所 指定避難所 和歌山市民体育館（土入３１８番地の１） 

       福祉避難所 あいあいセンター（小人町２９番地） 

３ 参 加 者 和歌山市職員 約１２０人 

４ 訓練内容（タイムスケジュール） 

※取材は「第 1部」の訓練が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 
総合防災課 

高齢者・地域福祉課 

担 当 者 
瓜生田、板谷 

奥野、小南 

電    話 
（073）435－1199 

（073）435－1063 

内  線 
5019 

5268 

資 料 提 供 

 

 令和５年１０月２５日 

令和 4 年度実施の 

避難所開設・運営訓練の様子 

第 

１ 

部 

第 

２ 

部 
避難所開設・運営訓練

（和歌山市民体育館）

福祉避難所開設・移送訓練

（和歌山市民体育館⇒あいあいセンター）

10時00分 ・各避難スペースの設営 ー

10時45分 ・災害時を想定した避難者の受付～避難スペースへの誘導 ・福祉避難所の開設・移送の開始

11時10分 ・指定避難所の開設・運営訓練の終了 ・福祉避難所での移送者の受入れ

11時45分 ー ・福祉避難所の開設・移送訓練の終了

14時00分 ・各避難スペースの設営

14時45分 ・災害時を想定した避難者の受付～避難スペースへの誘導

15時10分 ・指定避難所の開設・運営訓練の終了

　※福祉避難所の開設・移送訓練は

　　第1部のみ実施します。


